別記
個人情報の取扱いに関する特記事項

（総則）
第１条　本委託業務の履行に係る個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の取扱いに関する内容は、次の条項によるものとする。

（基本的事項）
第２条　受託者及び本委託業務に従事する者（過去に従事した者を含む。以下「委託業務従事者」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、本委託業務の遂行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

（秘密の保持等）
第３条　受託者及び委託業務従事者は、本委託業務に関して知り得た個人情報を本委託業務の遂行以外に使用し、又は提供してはならない。
２　受託者及び委託業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
３　前２項の規定については、本委託業務が終了した後においても同様とする。

（責任体制の整備及び報告）
第４条　受託者は、本契約における個人情報の取扱いに関する責任者及び委託業務従事者を定め、内部における個人情報の安全管理について責任体制を構築し、その体制を維持するとともに本契約における次に掲げる内容を記載した書面により委託者に報告しなければならない。
(1) 個人情報の取扱いに関する責任者
(2) 委託業務従事者の管理体制
(3) 委託業務従事者の実施体制
(4) 個人情報の管理状況についての検査に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認める事項

（再委託の制限及び承認手続）
第５条　受託者は、本委託業務の遂行に必要な個人情報の処理は自ら行うものとし、委託者が承認した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
２　受託者は、本委託業務の一部を第三者（子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。）を含む。）へ再委託（再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の第三者に委託する再々委託等多段階の委託を含む。以下同じ。）する場合は、再委託の対象とする業務の範囲及び再委託の必要性並びに第４条の報告と同等の再委託先に関する事項を記載した申請書を提出し、委託者の承認を得るものとする。
３　受託者は、本委託業務の一部を再委託する場合には、再委託する業務の内容、個人情報の内容等を考慮し、必要に応じて氏名を番号に置き換えるなどの匿名化措置を講ずるものとする。
４　受託者は、再委託を行った場合、再委託の相手方に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、委託者に対して再委託の相手方による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
５　受託者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。

（複製等の制限）
第６条　受託者は、本委託業務を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持出しをしてはならない。

（個人情報の適正な管理）
第７条　受託者は、本委託業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却）
第８条　受託者は、本委託業務が終了したときは、本委託業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報について、復元又は判読が不可能な方法により直ちに消去又は廃棄を行うとともに、委託者より提供された個人情報については、返却しなければならない。

（検査及び立入調査）
第９条　受託者は、委託者からの指示に基づき、原則として年１回以上の実地検査を受け入れるものとする。なお、やむを得ない理由により実地検査が困難である場合は、書面検査を受け入れるものとする。また、再委託を行う場合は、受託者（必要に応じ委託者）は、原則として年１回以上の再委託先への実地検査（やむを得ない理由により実地検査が困難である場合は書面検査）を行うものとする。
２　委託者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受託者に対して必要な情報を求め、又は本契約における個人情報の取扱いに関して必要な指示をすることができるものとする。

（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応）
第１０条　受託者は、保有した個人情報について、漏えい等安全管理の上で問題となる事案を把握した場合は、直ちに被害の拡大防止等のために必要な措置を講ずるとともに、委託者に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置、本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
２　受託者は、委託者と協議の上二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該事故に係る事実関係及び発生原因を調査し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

（損害賠償）
第１１条　受託者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより委託者に対する損害を発生させた場合は、契約書第７条第１項の規定により、受託者は、委託者に対してその損害を賠償しなければならない。「業務委託契約書」の条項に合わせてください。


（契約の解除）
第１２条　委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、契約書第８条第１項の規定に基づき、本契約を解除することができる。
２　受託者は、前項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合において、委託者に対してその損害の賠償を請求することはできないものとする。
